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「協議の進め方に関して提出された検討項目」 

会派名 検討項目 提案内容 

日本共産党 
「（仮称）議会改革推

進委員会」の設置 

・設置した議会改革推進委員会は、定期的な検証を

行うために少なくても年一回の開催が必要であ

る。また、委員会設置及び運営にあたっては、「非

交渉会派」、無所属議員の意向を尊重すること。 

太田正孝 
井上さくら 

今回の議会運営に関

する検討の進め方 

・非交渉会派・無所属議員を含む検討の場を設ける。 
・検討に際し、市民の意見を募り声を聞く。 
・検討のプロセスをできる限り公開する。 

 
 
■意見記入欄             （会派名：民主フォーラム横浜市会議員団） 

 

 今回の協議は、議長から市会運営委員会委員長に対して提出された諮問によるもの

ですので、市会運営委員会において協議すべきと考えます。具体的な協議の進め方に

ついては、市会運営委員会が決定すべきものと考えます。 
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「協議の進め方に関して提出された検討項目」 

会派名 検討項目 提案内容 

日本共産党 
「（仮称）議会改革推

進委員会」の設置 

・設置した議会改革推進委員会は、定期的な検証を

行うために少なくても年一回の開催が必要であ

る。また、委員会設置及び運営にあたっては、「非

交渉会派」、無所属議員の意向を尊重すること。 

太田正孝 
井上さくら 

今回の議会運営に関

する検討の進め方 

・非交渉会派・無所属議員を含む検討の場を設ける。 
・検討に際し、市民の意見を募り声を聞く。 
・検討のプロセスをできる限り公開する。 

 
 
■意見記入欄                       （会派名：井上さくら） 

 

■日本共産党の提案の「（仮称）議会改革推進委員会」の設置について 

 

常設の委員会設置ができるのであればそれも結構かと思いますが、問題はその運営

方法です。  

新たな（仮称）議会改革推進委員会を設置しても、それが現行の運営委員会と運営

理事会の関係と同様で実質的な議論が非公開のものになってしまっては意味があり

ません。 

また、提案内容にある「「非交渉会派」、無所属議員の意向を尊重すること」に関し

ては、意向尊重ではなく、正規での参加を求めます。 

 

したがって、提案については条件付き賛成と致します。 

 

■太田正孝、井上さくら 提案について 

 

３項目の提案について、いずれも重要なことと考えております。 

３項目、まとめてではなくそれぞれについて各会派の賛同をお願いし、いずれかで

も採用いただくよう改めてお願い致します。 

 


